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【該当箇所】 

Ｐ４４１ 

質問９の回答 １０行目  

 

【誤】 

その後の昭和 63(1988)年 5月～平成 4（1992）年末までは引き続き、使用例に

ついての 6 ヶ月間のフォローアップ調査を自主的に継続し、その間に肝炎省令

を 8 例収集しておりますが、薬事法での報告義務もなかったこともあり、当局

へは報告しておりません。 

 

【正】 

その後の昭和 63(1988)年 5月～平成 4（1992）年末までは引き続き、使用例に

ついての 6 ヶ月間のフォローアップ調査を自主的に継続し、その間に肝炎症例

を 8 例収集しておりますが、薬事法での報告義務もなかったこともあり、当局

へは報告しておりません。 

 


